
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

　　　　　当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人の上告趣意は事実誤認並びに量刑不当の主張を出でないものであつて刑訴

四〇五条の上告理由にあたらない。

　弁護人桃沢金司の上告趣意は、原審が被告人の国選弁護人選任請求権の行使を妨

げたことを前提とする違憲論に帰するが、第二審裁判所が被告人に対し国選弁護人

の選任を請求し得る旨を告知しなかつたからといつて、被告人の国選弁護人選任請

求権の行使を妨げたといえないし（判例集三巻一一号一八五七頁以下参照）、また、

原審が公判期日の二日前に国選弁護人を選任し、又は、第一審における被告人の国

選弁護人選任方の請求の効力が第二審に対しても及ぶものと解しなかつたからとい

つて、被告人の国選弁護人選任請求権の行使を妨げたといえないこと多言を要しな

いから、論旨はその前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

　よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により裁判官全員

一致の意見で主文のとおり決定する。
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